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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有する基材フィルムの一方の面に、粘着剤層が積層され、該粘着剤層の表面上
に、剥離処理された剥離フィルムが、前記剥離処理された面を介して積層され、前記基材
フィルムの少なくとも他方の面に、温度１６０℃×６０分間の加熱処理又は、温度２００
℃×３０分間の加熱処理を経た後でも、前記基材フィルムに起因するオリゴマーの析出を
防止できる保護層が形成されており、前記保護層が、エポキシ樹脂と、エポキシ基と反応
する官能基を有するポリエステル樹脂と、エポキシ樹脂と硬化反応するアミン系硬化剤と
を含む樹脂組成物の薄膜からなることを特徴とする表面保護フィルム。
【請求項２】
　可撓性を有する基材フィルムの少なくとも一方の面に、温度１６０℃×６０分間の加熱
処理又は、温度２００℃×３０分間の加熱処理を経た後でも、前記基材フィルムに起因す
るオリゴマーの析出を防止できる保護層が形成されており、前記保護層が、エポキシ樹脂
と、エポキシ基と反応する官能基を有するポリエステル樹脂と、エポキシ樹脂と硬化反応
するアミン系硬化剤とを含む樹脂組成物の薄膜からなることを特徴とする表面処理フィル
ム。
【請求項３】
　前記基材フィルムが、２軸延伸したポリエステルフィルムである請求項２に記載の表面
処理フィルム。
【請求項４】
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　前記基材フィルムが、２軸延伸したポリエステルフィルムである請求項１に記載の表面
保護フィルム。
【請求項５】
　前記粘着剤が、アクリル系粘着剤である請求項１、又は４に記載の表面保護フィルム。
【請求項６】
　請求項１、４、５のいずれかに記載の表面保護フィルムが貼り合わせてなる精密電気・
電子部品であって、フレキシブルプリント配線基板、リジッドプリント配線基板、透明導
電性フィルムからなる精密電気・電子部品群から選択されたいずれかの精密電気・電子部
品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高温での加熱処理に使用される表面保護フィルム、表面処理フィルムに関す
る。さらに詳細には、本発明は、高温での加熱処理に使用されても、基材フィルムの内部
からオリゴマーが表面に析出することを防止し、該オリゴマーが周囲の作業環境や製品を
汚染するのを抑えることが可能な表面処理フィルム、表面保護フィルム及びそれが貼り合
わされた精密電気・電子部品を提供することを目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、タッチパネル、電子ペーパー、電磁波シールド材、各種センサ、液晶パネル
、有機ＥＬ、太陽電池などの技術分野において、基材の一方の面に、例えば、ＩＴＯ（イ
ンジウム・錫酸化物化合物）透明導電膜、ＺｎＯ系透明導電膜、あるいは導電性高分子の
透明導電膜などが形成された透明導電性フィルム（以下、単に「導電性フィルム」と呼ぶ
こともある。）が、透明電極などの形成用として広く利用されている。
　また、自動制御機能を担う制御回路を搭載した電気機器、電子機器においては、リジッ
ドなプリント配線基板に多数の電子部品を配置して高密度な配線回路を形成することが行
われている。近年では、小さな筐体により高密度に電子部品を実装したフレキシブルプリ
ント配線基板（以下、ＦＰＣと略称することがある。）が、携帯電話、携帯用パソコン、
各種のモバイル機器などで採用されている。
【０００３】
　また、ＦＰＣは、銅箔などの導体箔の片面に、ポリイミドなどの誘電体の樹脂を積層し
た樹脂導体箔積層体を、薬品によるエッチング法で導体箔に配線回路を形成した後に、配
線回路を形成した導体箔の上に、カバーレイ樹脂層を積層することにより製造されている
。ＦＰＣの導体箔上に、カバーレイ樹脂層を積層する工程では、接着剤を用いて積層され
る。この接着剤の硬化のために、１５０℃以上の温度で加熱プレスする工程がある。ＦＰ
Ｃの製造工程では、樹脂導体箔積層体の樹脂層面を表面保護フィルムで覆うことにより、
エッチング用の薬品や異物の混入、及び打痕の発生することを防ぎ、かつ、樹脂導体箔積
層体の取り扱い性を向上させている。このＦＰＣ用の表面保護フィルムでは、耐薬品性や
耐熱性に優れ、比較的に安価であることから、基材のポリエステル系フィルムに粘着剤層
を積層した表面保護フィルムが、一般的に使用される。近年では、電子機器の高集積化に
伴い配線基板の微細線化、高密度化が進んでおり、従来はあまり問題にならなかった小さ
な異物や欠点を無くすことが求められている。表面保護フィルムとして、基材のポリエチ
レンテレフタレートフィルムに、粘着剤層を積層した表面保護フィルムの場合には、高温
での加熱処理の工程を経た際に、基材のポリエチレンテレフタレートに含まれているオリ
ゴマーが、表面保護フィルムの基材の内部から表面に析出し、製造工程の機器や部品を汚
染することや、製品となる導体箔面を汚染するなどの不具合が発生する。
【０００４】
　一方、タッチパネル用の透明電極の製造工程では、ＩＴＯからなる透明導電膜が形成さ
れた透明導電性フィルムを、アニール処理する金属酸化膜の結晶化工程や、レジストの印
刷工程、エッチング処理工程、銀ペーストによる配線回路の形成工程、絶縁層の印刷工程
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、打抜き工程など、多くの加熱工程や薬液処理の工程を経る。そのような透明電極の製造
工程において、透明導電性フィルムの透明導電膜が形成された面の反対側面が、汚損、損
傷が生じるのを防止するために、透明導電性フィルム用表面保護フィルムが貼り合わせて
使用される。透明電極の製造工程中において、アニール処理や銀ペーストによる配線回路
の形成などが、約１５０℃程度の温度にて加熱処理されることから、透明導電性フィルム
用保護フィルムには耐熱性が求められる。また、ディスプレイの薄型化に伴い、使用する
透明導電性フィルムも薄型化している。薄型化した透明導電性フィルムの、ハンドリング
性を向上させ、また、透明導電性フィルムの製造工程における作業性を向上させることが
可能な、透明導電性フィルム用の表面保護フィルムが求められている。
【０００５】
　こうした状況において、透明性と耐熱性を有すること、比較的に安価であることから、
表面保護フィルムの基材として、一般に、ポリエステル系フィルムが採用されている。ま
た、ディスプレイパネルの表示画面が、高精細化するに従って、使用部材である各種の光
学フィルムに対する外観品質の要求が厳しくなり、従来は不良とされなかった外観欠点も
、不良とされるようになってきた。そのため、表面保護フィルムの基材フィルムから析出
する、ポリエチレンテレフタレートのオリゴマーに起因する外観欠点が、透明導電性フィ
ルムの外観不良の原因となる。
【０００６】
　ところで、高温での加熱処理時に、基材フィルムの内部からオリゴマーが析出するのを
防止するため、種々の方法が提案されている。例えば、特許文献１および２には、ポリエ
ステル系可塑剤を０．１～２０重量％含有し、エチレンテレフタレート環状三量体含有量
が０．５重量％以下であることを特徴とする、ポリエステル組成物が提案されている。
【０００７】
　また、特許文献３には、ポリエステルフィルムの表面に４級アンモニウム塩基を有する
化合物とポリビニルアルコールを含有する塗布液を塗布した塗布フィルムが提案されてお
り、特許文献４には、ポリエステルフィルムの表面に４級アンモニウム塩基などからなる
帯電防止層を有する保護フィルム用ポリエステルフィルムが提案されている。
【０００８】
　また、特許文献５，６にはポリエステルフィルム上に、シランカップリング剤などから
なるプライマー層を設けた後に、離型層を設ける離型フィルムが提案されている。プライ
マー層によりポリエステルオリゴマー防止機能を付与している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－９５９０５号公報
【特許文献２】特開平１０－９５９０６号公報
【特許文献３】特開２００３－２３７００５号公報
【特許文献４】特開２００７－０２３１７４号公報
【特許文献５】特開２００１－２４６６９９号公報
【特許文献６】特開２００８－００６７５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このように、高温での加熱処理時に、基材フィルムからオリゴマーが析出するのを防止
する方法が、知られている。
　しかし、特許文献１，２に記載のオリゴマーの析出を防止する対策では、基材フィルム
中のオリゴマーが少ないポリエステルフィルムを製造するため、使用する樹脂から変更す
ることが必要となり、多大な時間および労力が掛るため、小ロットで製造するのが困難で
ある。
　また、特許文献３，４に記載の保護フィルムは、いずれも、ポリエステルフィルムの製
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膜、延伸時に処理するものであり、大型の製造設備を必要とすることから、小ロットで製
造するのが難しい。また、製膜、延伸の終わったポリエステルフィルムに対しては、水系
の塗液を均一に塗布するのが、技術的に難い。
　また、特許文献５，６に記載の離型フィルムでは、シランカップリング剤が低分子のた
め、薄膜での塗工しかできない。このため、ポリエステルオリゴマーの析出を防止する効
果に限度があり、加熱温度が高い場合や長時間に渡り高温に曝される条件では、オリゴマ
ーの析出を防止する効果が不十分である。
【００１１】
　以上のように、フレキシブルプリント配線基板やタッチパネル用の透明電極の製造工程
などでは、高温での加熱処理の工程に使用される表面保護フィルムに対して、加熱工程後
においても、基材フィルムからのオリゴマーの析出がないこと、又は、少ないことが求め
られている。しかし、従来技術では、充分な解決がなされていない。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、高温での加熱処理に使用されても
、基材フィルムの内部からオリゴマーが表面に析出することを防止し、該オリゴマーが周
囲の作業環境や製品を汚染するのを抑えることが可能な表面処理フィルム、表面保護フィ
ルム、及びそれが貼り合わされた精密電気・電子部品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するため、本発明は、高温での加熱処理を行う工程で使用される表面
保護フィルム、表面処理フィルムにおいて、基材フィルムに起因するオリゴマーの析出を
防止できる保護層を形成することを技術思想としている。
【００１４】
　上記課題を解決するため、本発明は、可撓性を有する基材フィルムの一方の面に、粘着
剤層が積層され、該粘着剤層の表面上に、剥離処理された剥離フィルムが、前記剥離処理
された面を介して積層され、前記基材フィルムの少なくとも他方の面に、温度１６０℃×
６０分間の加熱処理又は、温度２００℃×３０分間の加熱処理を経た後でも、前記基材フ
ィルムに起因するオリゴマーの析出を防止できる保護層が形成されており、前記保護層が
、エポキシ樹脂と、エポキシ基と反応する官能基を有するポリエステル樹脂と、エポキシ
樹脂と硬化反応するアミン系硬化剤とを含む樹脂組成物の薄膜からなることを特徴とする
表面保護フィルムを提供する。
【００１５】
　また、本発明は、可撓性を有する基材フィルムの少なくとも一方の面に、温度１６０℃
×６０分間の加熱処理又は、温度２００℃×３０分間の加熱処理を経た後でも、前記基材
フィルムに起因するオリゴマーの析出を防止できる保護層が形成されており、前記保護層
が、エポキシ樹脂と、エポキシ基と反応する官能基を有するポリエステル樹脂と、エポキ
シ樹脂と硬化反応するアミン系硬化剤とを含む樹脂組成物の薄膜からなることを特徴とす
る表面処理フィルムを提供する。
【００１６】
　また、前記表面処理フィルムにおいて、前記基材フィルムが、２軸延伸したポリエステ
ルフィルムであることが好ましい。
【００１７】
　また、前記表面保護フィルムにおいて、前記基材フィルムが、２軸延伸したポリエステ
ルフィルムであることが好ましい。
【００１８】
　前記粘着剤が、アクリル系粘着剤であることが好ましい。
【００１９】
　また、本発明は、前記の表面保護フィルムが貼り合わせてなる精密電気・電子部品であ
って、フレキシブルプリント配線基板、リジッドプリント配線基板、透明導電性フィルム
などからなる精密電気・電子部品群から選択されたいずれかである精密電気・電子部品を
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提供する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の表面処理フィルム及び表面保護フィルムは、高温での加熱処理に使用されても
、表面処理フィルム及び表面保護フィルムを構成する基材フィルムの内部からオリゴマー
が表面に析出することを防止し、該オリゴマーが周囲の作業環境や製品を汚染するのを抑
えることができる。
　そのため、本発明の表面保護フィルムが貼り合わされた精密電気・電子部品は、薬品や
異物の混入、打痕から守られ、作業性の向上、及び生産効率の向上が図られるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係わる表面保護フィルムの、１例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の表面保護フィルムが貼り合わされた、精密電気・電子部品の例を示す概
略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、実施の形態に基づいて、本発明を詳しく説明する。
　図１は、本発明に係わる表面保護フィルムの、１例を示す概略断面図である。この表面
保護フィルム１０は、透明な基材フィルム１の片面に、粘着剤層２が設けられている。粘
着剤層２の表面には、粘着面を保護するための剥離処理された剥離フィルム４（または剥
離処理されていない剥離フィルム４。カバーフィルムともいう。）が積層されている。基
材フィルム１の、粘着剤層２が積層された面の反対側面には、オリゴマーの析出を抑える
ための保護層３が積層されている。
【００２３】
　本発明の表面保護フィルムに使用される基材フィルム１としては、透明性を有する樹脂
フィルムが用いられる。このことにより、表面保護フィルムを、被着体であるフレキシブ
ルプリント配線基板、リジッドプリント配線基板、透明導電性フィルムなどの精密電気・
電子部品に貼合したまま、外観検査を行うことができる。その結果、外観検査を行なうた
めに被着体から保護フィルムを剥がす作業、及び再度、表面保護フィルムを貼り合せる作
業が省略でき、作業の効率化を図ることができる。
　また、本発明の表面保護フィルムの基材フィルム１に使用される樹脂フィルムとしては
、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンイソフタレー
ト、ポリブチレンテレフタレートなどの、ポリエステルフィルムが好適に用いられる。基
材フィルム１は、無延伸の樹脂フィルム、一軸または二軸延伸された樹脂フィルムなど、
特に制約は受けないが、樹脂フィルムのＭＤ方向及びＴＤ方向における加熱収縮率が、０
．５％以下であることが好ましい。
【００２４】
　また、本発明の表面保護フィルムに使用される基材フィルム１の厚みは、特に制限され
ることはない。被着体である精密電気・電子部品の厚みや、製造工程などを考慮して、基
材フィルム１の厚みが選択される。基材フィルム１の厚みとしては、２５～２５０μｍ程
度の厚みが好ましい。薄膜化された機能性フィルム（例えば、全体の厚みが１００μｍ以
下のもの）の保護用に使用する表面保護フィルムであれば、使用される基材フィルム１の
厚みは、５０μｍ～１８８μｍ程度の厚みがより好ましく、７５μｍ～１８８μｍ程度の
厚みがさらに好ましい。
　また、本発明の表面保護フィルムに使用される基材フィルム１は、必要に応じて、アニ
ール処理や、プラズマ処理、コロナ放電処理、アンカーコートなどの表面処理を行っても
よい。
【００２５】
　本発明の表面保護フィルムに使用される粘着剤層２は、高温での加熱工程の前後で、粘
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着力の変化の少ない粘着剤が良く、アクリル系粘着剤が好適に用いられる。アクリル系粘
着剤の組成物としては、（メタ）アクリル系ポリマーからなる主成分に、必要に応じて、
硬化剤や粘着付与剤を添加した粘着剤組成物を使用することができる。
【００２６】
　また、（メタ）アクリル系ポリマーとしては、ｎ－ブチルアクリレート、２－エチルヘ
キシルアクリレート、イソオクチルアクリレート、イソノニルアクリレートなどの主モノ
マーと、アクリロニトリル、酢酸ビニル、メチルメタクリレート、エチルアクリレートな
どのコモノマー、アクリル酸、メタクリル酸、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキ
シブチルアクリレート、グリシジルメタクリレート、Ｎ－メチロールメタクリルアミドな
どの官能性モノマーを共重合したポリマーが一般的に使用できる。
　また、硬化剤としては、イソシアネート化合物、エポキシ化合物、メラミン化合物、金
属キレート化合物などが挙げられる。
　また、粘着付与剤としては、ロジン系、クマロンインデン系、テルペン系、石油系、フ
ェノール系などが挙げられる。
【００２７】
　本発明の表面保護フィルムに使用される粘着剤層２には、必要に応じて、帯電防止剤を
混合しても良い。帯電防止剤としては、（メタ）アクリル系ポリマーに対して、分散また
は相溶性の良いものが好ましい。本発明に使用できる帯電防止剤としては、界面活性剤系
、イオン性液体、アルカリ金属塩、金属酸化物、金属微粒子、導電性ポリマー、カーボン
、カーボンナノチューブなどが挙げられるが、透明性や（メタ）アクリル系ポリマーに対
する親和性などから、界面活性剤系、イオン性液体、アルカリ金属塩などが好ましい。粘
着剤に対する帯電防止剤の添加量は、帯電防止剤の種類やベースポリマーとの相溶性の度
合いにより異なるが、表面保護フィルムを剥離する時の剥離帯電圧や被着体汚染性、粘着
特性などを考慮して適宜、選択される。
【００２８】
　本発明に係わる表面保護フィルムの、粘着剤層２の厚みは、特に限定されないが、例え
ば、３～４０μｍ程度の厚みとするのが好ましい、さらに５～３０μｍ程度の厚みとする
ことがより好ましい。粘着剤層２の厚みが４０μｍより厚いと、製造コストが嵩むので価
格競争力を損なう。
　また、本発明の表面保護フィルムの粘着剤層２は、被着体の表面に対する剥離強度が、
３０～３００ｍＮ／２５ｍｍ（０．０３～０．３Ｎ／２５ｍｍ）程度の、軽度な粘着性を
有する微粘着力の粘着剤層であることが好ましい。
【００２９】
　本発明に係わる表面保護フィルムの、基材フィルム１の表面に粘着剤層２を形成する方
法は、公知の方法を採用することができる。具体的には、リバースコート、コンマコート
、グラビアコート、スロットダイコート、メイヤーバーコート、エアーナイフコートなど
の、公知の塗工方法を使用することができる。
【００３０】
　本発明に係わる表面保護フィルムに使用する剥離フィルム４の材質は、特に限定されな
い。剥離フィルム４の、具体的な材質としては、例えば、ポリエチレンフィルム、ポリプ
ロピレンフィルム、ポリメチルペンテンフィルムなどのポリオレフィンフィルムや、ポリ
エステルフィルム、ポリイミドフィルムなどの樹脂フィルムを単体で使用したり、これら
の樹脂フィルムを基材としてその表面に、シリコーン系やフッ素系、または有機系の剥離
剤を用いて剥離処理を施した剥離フィルムを使用することができる。剥離処理された剥離
フィルム４は、剥離処理された面４ａを介して、粘着剤層２の表面上に積層される。
　剥離処理されていない樹脂フィルムを単体で剥離フィルム４に使用する場合は、剥離フ
ィルム４の片面４ａを介して、粘着剤層２の表面上に積層される。粘着剤層２の粘着面に
対する、剥離フィルム４の面４ａの剥離強度は、表面保護フィルムの保管や運搬等の際に
剥がれるおそれがなく、表面保護フィルムを貼合する際には、粘着剤層２から容易に剥が
れて粘着剤が面４ａに付着せず、粘着剤層２の表面（粘着面）を荒らすことの無い程度が
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好ましい。
【００３１】
　本発明に係わる表面保護フィルムにおいて、基材フィルム１の表面に粘着剤層２、剥離
フィルム４の順に積層する方法は、公知の方法で行えばよく、特に限定されるものはない
。具体的には、基材フィルム１に、粘着剤組成物を塗布・乾燥して粘着剤層２を形成した
後、その粘着剤層２の上に剥離フィルム４を貼合する方法、剥離フィルム４に粘着剤組成
物を塗布・乾燥して粘着剤層２を形成した後に、基材フィルム１を貼合する方法など、い
ずれの方法を採用しても良い。
【００３２】
　本発明に係わる表面保護フィルムは、基材フィルム１の粘着剤層２の形成された面の反
対側面に、基材フィルム１からオリゴマーが析出するのを抑えるための保護層３が設けら
れていることを特徴としている。オリゴマーが析出するのを抑えるための保護層３として
は、エポキシ樹脂と、エポキシ基と反応する官能基を有するポリエステル樹脂と、アミン
系硬化剤とを含む樹脂組成物からなる薄膜層が好ましい。
【００３３】
　また、本発明に係わる表面保護フィルムの保護層３に使用するエポキシ樹脂としては、
特に限定されない。ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂
、ビスフェノールＢ型エポキシ樹脂、アクリル型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹
脂など、種々のエポキシ樹脂を挙げることができ、これらを単独あるいは２種以上で使用
できる。これらの中でも、得られる保護膜の密着性、安定性に優れる点から、１分子中に
２個のエポキシ基を有するビスフェノールＡ型エポキシ樹脂を用いることが好ましい。
　一般に入手可能な、市販されているビスフェノールＡ型エポキシ樹脂としては、例えば
、ＹＤ－０１１、ＹＤ－０１２、ＹＤ－０１３、ＹＤ－９０１、ＹＤ－８１２５（東都化
成(株)製、商品名：エポトート）、ｊＥＲ８２８、ｊＥＲ８３４、ｊＥＲ１００１、ｊＥ
Ｒ１００４、ｊＥＲ１００７（三菱化学(株)製）、エピクロン８５０、エピクロン１０５
０、エピクロン３０５０、エピクロン４０５０、エピクロン７０５０、ＨＭ－０９１（Ｄ
ＩＣコーポレーション製）、ＮＥＲ－１２０２、ＮＥＲ－１３０２（日本化薬(株)製）、
ＤＥＲ３３１、ＤＥＲ６６１、ＤＥＲ６６４、ＤＥＲ６６７（ダウ・ケミカル日本(株)製
）、エピコート８３４、エピコート１００１、エピコート１００３、エピコート１００４
（油化シェルエポキシ(株)製）などが挙げられる。
【００３４】
　また、本発明に係わる表面保護フィルムの保護層３に使用する、エポキシ基と反応する
官能基を有するポリエステル樹脂としては、多価カルボン酸またはその誘導体と多価アル
コールから得られるポリエステル樹脂であって、１分子中に少なくとも２個のカルボキシ
ル基を有するカルボキシル基含有ポリエステル樹脂が挙げられる。
　多価カルボン酸またはその誘導体の具体例としては、イソフタル酸、テレフタル酸、無
水フタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、２，７－ナフタレンジカルボン酸等の芳
香族ジカルボン酸類、およびこれらの無水物、イソフタル酸ジメチルエステル、テレフタ
ル酸ジメチルエステル等の芳香族ジカルボン酸エステル類、コハク酸、アジピン酸、アゼ
ライン酸、セバシン酸、グルタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸等の脂肪族ジカルボン酸
などが挙げられ、これらを単独あるいは２種以上を組み合わせてもよい。
　また、多価アルコールの具体例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール
、トリエチレングリコール、トリメチロールプロパン、プロピレングリコール、ジプロピ
レングリコール、１，６－ヘキサンジオール、ネオベンチルグリコール、水素化ビスフェ
ノールＡ、１，４－ブタンジオール、１，４－シクロヘキサンジオール、２，２，４－ト
リメチルペンタン１，３－ジオール、ポリエチレングリコールなどが挙げられ、これらを
単独あるいは２種以上で使用できる。
　保護層３用の樹脂組成物における、上記のカルボキシル基含有ポリエステル樹脂とエポ
キシ樹脂との使用比率は、カルボキシル基含有ポリエステル樹脂のカルボキシル基１つ当
たり、エポキシ基の個数が０．５～１．５、好ましくは０．８～１．２となる範囲が好適
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である。
　また、カルボキシル基含有ポリエステル樹脂は、例えば、多価カルボン酸を主成分とし
た酸成分と、多価アルコールを主成分としたアルコール成分とを原料として公知の方法に
より縮重合することにより製造することができる。多価カルボン酸の代わりに多価カルボ
ン酸エステル類を使用して、多価アルコールとのエステル交換を伴う重合反応により製造
することもできる。
　一般に入手可能な、市販されているカルボキシル基含有ポリエステル樹脂としては、例
えば、Ｚ－５６１、Ｚ－７３０、Ｚ－８８０、ＲＺ－１４２（互応化学工業(株)製、品名
：プラスコート）、Ａ－１１０、Ａ－２１０、Ａ－６２０（高松油脂(株)製、品名：ペス
レジン）、ＭＤ－１２００、ＭＤ－１２２０、ＭＤ－１２５０、ＭＤ－１３３５、ＭＤ－
１４００、ＭＤ－１４８０、ＭＤ－１５００（東洋紡績(株)製、品名：バイロナール）、
クリルコート３４１、クリルコート７６３０、クリルコート７６２４（ダイセルＵＣＢ(
株)製）などが挙げられる。
【００３５】
　本発明の表面保護フィルムは、保護層３に含まれるエポキシ樹脂を硬化するための硬化
剤に、アミン系硬化剤を用いることが好ましい。アミン系硬化剤としては、例えば、メチ
ルイミダゾール、メチルイミダゾリン、ドデシルイミダゾール、ドデシルイミダゾリン、
ヘプタデシルイミダゾール、ヘプタデシルイミダゾリン、フェニルイミダゾール、フェニ
ルイミダゾリンなどのイミダゾール類及びその誘導体、ポリエーテルアミン、エチレンジ
アミン、ジエチレントリアミン、トリメチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、トリ
エチレンテトラミン、メタキシリレンジアミン、ヘキサメチレンジアミンなどの脂肪族ポ
リアミン及びその誘導体、メンセンジアミン、１，２－ジアミノシクロヘキサン、イソホ
ロンジアミン、ピペラジン、Ｎ－アミノエチルピペラジン、１，３－ビス（アミノメチル
）シクロヘキサン、メタキシレンジアミン、ビス（４－アミノ－３－メチルシクロヘキシ
ル）メタン、ポリシクロヘキシルポリアミンなどの脂環式ポリアミン及びその誘導体、メ
タフェニレンジアミン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホンなどの
芳香族ポリアミン及びその誘導体、メラミン、ベンゾグアナミン等の複素環式アミン及び
その誘導体、ジシアンジアミド、コハク酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、セバ
チン酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジドなどの有機酸ヒドラジド化合物及びその
誘導体、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、メラミン－ベンゾグアナミン共縮合樹脂
、ユリア樹脂、メラミン－ユリア共縮合樹脂、アニリン樹脂等のアミノ樹脂等が挙げられ
る。これらを単独あるいは２種以上で使用できる。
　また、本発明の表面保護フィルムの保護層３には、アミン系硬化剤に加えて、希釈剤、
硬化促進剤、カップリング剤、改質剤、充填剤などを、必要に応じて添加することができ
る。本発明では、保護層形成用の樹脂組成物の粘度を、塗布作業に適するように調整する
ため、希釈剤として公知のエポキシ樹脂希釈剤を使用することが可能であり、例えば、１
分子当たり１個のエポキシ基を有する反応性希釈剤、芳香族系希釈剤、溶剤等が挙げられ
る。
【００３６】
　また、本発明に係わる表面保護フィルムの保護層３の厚みは、特に限定はないものの、
例えば、０．０５～１０μｍ程度の厚みが好ましく、さらに０．１～１μｍ程度の厚みが
より好ましい。また、本発明に係わる表面保護フィルムの保護層３を形成する方法は、公
知の方法で行えばよい。具体的には、リバースコート、コンマコート、グラビアコート、
スロットダイコート、メイヤーバート、エアーナイフコートなどの、公知の塗工方法を採
用することができる。基材フィルム１に塗工した、オリゴマーの析出を抑える保護層３を
形成するための樹脂組成物を、加熱や紫外線照射、赤外線照射、電子線照射などによりエ
ネルギーを加えて硬化することができる。必要に応じて、オリゴマーの析出を抑える保護
層３の硬化反応をより促進させるために、温度４０～６０℃程度に保持した状態で、一定
期間保管する養生を行ってもよい。また、オリゴマーの析出を抑える保護層３と基材フィ
ルム１の密着性を向上させるため、基材フィルム１にあらかじめコロナ処理やプラズマ処
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理、アンカーコートなどの前処理を行っても良い。
【００３７】
　図２は、本発明の表面保護フィルムが貼り合わされた、精密電気・電子部品の例を示す
概略断面図である。上記の表面保護フィルム１０から剥離フィルム４を剥いだ後、その粘
着剤層２を介して、精密電気・電子部品７の表面に貼合したものである。精密電気・電子
部品７の具体例としては、フレキシブルプリント配線基板、リジッドプリント配線基板、
透明導電性フィルム、タッチパネル、電子ペーパー、電磁波シールド材、各種センサ、液
晶パネル、有機ＥＬ、太陽電池などが挙げられる。
　本発明の表面保護フィルム１０は、高温での加熱工程を経ても、基材フィルム１の内部
からオリゴマーが析出することが少なく、作業環境や、製品であるフレキシブルプリント
配線基板や導電性フィルムなどを汚染することを抑えることができる。そのため、本発明
の表面保護フィルム５が貼り合わされた精密電気・電子部品２０は、薬品や異物の混入、
打痕から守られるため、作業性の向上、及び生産効率の向上が図られる。
　また、本発明の表面処理フィルム６は、可撓性を有する基材フィルム１の少なくとも一
方の面に、温度１６０℃×６０分間の加熱処理を経た後でも、基材フィルム１に起因する
オリゴマーの析出を防止できる保護層３が形成されることで、基材フィルム１の表面が処
理されたフィルムである。表面処理フィルム６は、表面保護フィルム５における粘着剤層
２の支持体などとして利用することができる。
【実施例】
【００３８】
　次に、実施例に基づいて、本発明をさらに説明する。
（実施例１の表面保護フィルムの作製）
　厚みが５０μｍの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの片面上に、酸成分と
してテレフタル酸とイソフタル酸、ジオール成分としてネオペンチルグリコールとエチレ
ングリコールからなる平均分子量７０００、酸価２５ｍｇＫＯＨのポリエステル樹脂７０
重量部、平均分子量１４００のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂５重量部、メラミン樹脂
とベンゾグアナミン樹脂を３：７の比率で混合したアミノ樹脂２５重量部からなる樹脂組
成物の塗料を、乾燥後の厚みが０．１μｍとなるように、メイヤーバー工法を用いて塗工
し、保護層を積層した。その後、１４０℃の熱風循環式の乾燥機にて、１分間加熱して保
護層を乾燥させ、基材フィルムの片面に保護層の薄膜を形成した。
　その後、ブチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレートと、アクリル酸と、２
－ヒドロキシエチルアクリレートとを共重合させた、固形分４０％のアクリル系粘着剤組
成物の１００重量部に対して、ＨＤＩ系硬化剤（日本ポリウレタン工業社製コロネートＨ
Ｘ）２．４重量部を添加、混合した粘着剤組成物を得た。得られた粘着剤組成物を、基材
フィルムの保護層の薄膜が形成された面の反対側面に、乾燥後の厚みが５μｍとなるよう
に塗布して積層した後、１００℃の熱風循環式のオーブンにて２分間乾燥させ粘着剤層を
形成した。その後、粘着剤層の表面に、厚み４０μｍの２軸延伸ポリプロピレンフィルム
を、剥離フィルムとして貼り合せて、実施例１の表面保護フィルムを得た。
【００３９】
（比較例１の表面保護フィルムの作製）
　エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アミノ樹脂硬化剤からなる樹脂組成物の塗料を用い
た保護層を設けなかった以外は、実施例１と同様にして、比較例１の表面保護フィルムを
得た。
【００４０】
　以下、評価試験の方法および結果について示す。
（表面保護フィルムの初期粘着力）
　得られた実施例１および比較例１の表面保護フィルムを、幅寸法を２５ｍｍに裁断した
後、剥離フィルムを剥がして、厚みが２５μｍのポリイミドフィルム（デュポン社製、品
名：カプトン１００Ｈ）に、粘着剤層を介して貼り合せて積層体とした。その後、積層体
を、２３℃×５０％ＲＨの環境下に、１時間保管した。その後、引張試験機を用いて、３
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００ｍｍ／分の剥離速度で１８０°の方向に、表面保護フィルムを剥離したときの強度を
測定し、これを初期粘着力（ｍＮ／２５ｍｍ）とした。
【００４１】
〈表面保護フィルムの加熱後粘着力〉
　得られた実施例１および比較例１の表面保護フィルムを、幅寸法を２５ｍｍに裁断した
後、剥離フィルムを剥がして、厚みが２５μｍのポリイミドフィルム（デュポン社製、品
名：カプトン１００Ｈ）に、粘着剤層を介して貼り合せて積層体とした。その後、積層体
を、１５０℃の環境下に１時間保管した。その後、積層体を、２３℃×５０％ＲＨの環境
下に１時間放置し、引張試験機を用いて３００ｍｍ／分の剥離速度で１８０°の方向に、
表面保護フィルムを剥離したときの強度を測定し、これを加熱後粘着力（ｍＮ／２５ｍｍ
）とした。
【００４２】
（オリゴマー析出の観察方法）
　厚みが２５μｍのポリイミドフィルム（デュポン社製、品名：カプトン１００Ｈ）に、
実施例１及び比較例１の表面保護フィルムを貼り合せた後、幅１００ｍｍ×長さ１００ｍ
ｍの寸法に裁断し、評価用サンプルを得た。得られた評価用サンプルを、１６０℃×６０
分間または、２００℃×３０分間の加熱処理を行なった。その後、評価用サンプルを常温
まで冷却した後に、表面保護フィルムに形成されている保護層の表面を、光学顕微鏡（倍
率２０倍）で観察し、オリゴマーの析出の有無を観察した。
　オリゴマー析出が、殆ど無いものを（○）、多数あるものを（×）、非常に多いものを
（××）とした。
【００４３】
　実施例１、及び比較例１についての測定結果を、表１に示す。
【００４４】
【表１】

【００４５】
　表１に示した測定結果から、以下のことが分かる。実施例１の本発明に係わる保護フィ
ルムは、温度１６０℃×６０分間や２００℃×３０分間の加熱工程を経ても、基材フィル
ムの内部からオリゴマーが析出することが少なく、作業環境や、製品を汚染することがな
い。
　一方、保護層が設けられていない比較例１の表面保護フィルムは、温度１６０℃×６０
分間の加熱工程を経た後に、基材フィルムの内部から表面に、オリゴマーが多量に析出し
ていた。温度２００℃×３０分間の加熱工程を経た後では、非常に多くのオリゴマーが析
出していた。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明の表面保護フィルムは、高温での加熱処理に使用されても、表面保護フィルムを
構成する基材フィルムの内部からオリゴマーが表面に析出することを防止し、該オリゴマ
ーが周囲の作業環境や製品を汚染するのを抑えることができる。
　このことにより、例えば、タッチパネル用の透明電極の製造工程の作業性、生産効率を
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大幅に改善できる。また、本発明の表面保護フィルムは、フレキシブルプリント配線基板
、リジッドプリント配線基板、透明導電性フィルム、タッチパネル、電子ペーパー、電磁
波シールド材、各種センサ、液晶パネル、有機ＥＬ、太陽電池などの精密電気・電子部品
の製造・加工用の表面保護フィルムとして幅広く利用できる。
【符号の説明】
【００４７】
１…基材フィルム、２…粘着剤層、３…保護層、４…剥離フィルム、５…剥離フィルムを
剥いだ表面保護フィルム、６…表面処理フィルム、７…精密電気・電子部品、１０…表面
保護フィルム、２０…表面保護フィルムを貼り合わせた精密電気・電子部品。

【図１】

【図２】
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